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平成２９年６月１０日 

東京二十三区清掃一部事務組合  

 

江戸川清掃工場建替計画(素案)説明会における 

ご意見・ご質問への見解について 

 

 

１ 素案説明会の開催状況（合計参加者数 139名） 

 

日 時 会 場 出席人数 

２月１日（水） 

 午後７時～７時５６分 

東部区民館 

集会室 けやき・まつ 
３２名 

２月２日（木） 

 午後７時～７時４６分 

東部区民館 

集会室 けやき・まつ 
１２名 

２月４日（土） 

 午後２時～３時０９分 

江戸川清掃工場 

見学者説明室 
５５名 

２月５日（日） 

 午後２時～３時０６分 

江戸川清掃工場 

見学者説明室 
４０名 

 

 

２ いただいたご意見、ご質問の内訳 

 

説明会場 
ご 発 言 １２名 

用紙提出  １名 

ＦＡＸ・郵送  １名 

計（延べ人数） １４名 

 

 

３ 区民の皆さまからのご意見・ご質問とそれに対する見解 

 

素案説明会や郵送において、区民の皆さまからご意見・ご質問をいただきました。

いただいたご意見・ご質問の内容と、それに対する当組合の見解をお示しします。 

なお、江戸川区の見解は、「（江戸川区）」と表示しています。  
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１ 建替事業について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 事業予算額及び予算の負

担はどこがしているのか。 

解体工事と建設工事を一括で施行している練馬清掃工

場は 250t×２炉の処理規模で約 200 億円、杉並清掃工場

は 300t×２炉の処理規模で約 265 億円となっています。 

江戸川清掃工場の建替事業に係る費用は、現時点では算

定していませんが、今後、詳細に検討し、東京二十三区

清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）予算書等

で明らかにしていく予定です。 

 また、清掃一組の歳入には、２３区からの分担金や持

込ごみの手数料、売電収入などがあります。 

事業の実施にあたっては、このような歳入からだけで

なく、起債や交付金等から財源を確保しています。 

２ く体、ボイラ・焼却炉、

ばいじんを除去する設備の

費用比率を教えてほしい。 

費用比率は工場の規模・敷地・条件等で変わってきま

すが、「建築く体」と「プラント設備全体」のおおよその

費用比率は、１対１となっています。 

なお、「ボイラ・焼却炉設備」と、「排ガス処理設備」

とのおおよその費用比率は、２対１となっています。 

３ 現工場は平成９年にしゅ

ん工しており、約 20年間で

建替える必要性はあるの

か。新工場は現工場と比較

して設備の構造、焼却能力、

焼却方式などは、ほとんど

変わっていないにも関わら

ず、今後もあれだけ大きな

建物を全部壊して建替えて

いく予定なのか。 

施設全体の耐用年数に大きな影響を与えるのは燃焼装

置や焼却炉本体、ボイラなどのプラント設備です。これ

らの設備の耐用年数は 10～20年とされていますが、定期

的な点検補修や更新を行い、一定程度機能回復すること

で施設全体の耐用年数を 25～30年程度としています。本

建替計画の策定にあたっては、２３区全体のごみの焼却

処理を安定的かつ効率的に行うように耐用年数、整備工

事期間等を考慮しており、江戸川清掃工場においてはし

ゅん工から 23年で建替えることとしました。 

なお、ごみ焼却施設における廃止時の供用年数は、全

国平均は 23.6年であり、清掃一組では 24.3年となって

おり、全国平均と同程度です。 

４ ごみの分別によりごみ量

が減っていると思われる

が、同規模の 600tの工場は

必要なのか。 

ごみ量は横ばいで推移していますが、将来のごみ量の

予測を踏まえ、２３区全体で安定的にごみの焼却処理を

継続していかなければなりません。 

また、ごみの量は季節によって変動しており、年末な

どのごみが増える時にも対応できるよう、清掃工場では

適切な焼却余力を確保する必要があります。 

江戸川清掃工場については、清掃一組の一般廃棄物処

理基本計画に基づき、将来のごみ量予測や余力等を踏ま

え、建替え後も 600tという焼却規模としました。 
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２ 素案について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 工事期間中の江戸川区の

施設への熱供給はどうなる

のか。それについて江戸川

区としてどう考えているの

か。 

工事期間中は区の施設への熱供給を行うことはできま

せんが、建替え後は引き続き熱供給することを計画して

います。 

工事期間中の熱供給の停止や予定されている江戸川の

高規格堤防整備工事に合わせ、くつろぎの家の改築を実

施するため、平成 31年度中に施設を閉じる予定になって

います。今後については、様々な要素や将来的な施設需

要などを考慮し、どのような施設にするかを検討してい

きます。（江戸川区） 

２ 江戸川区の施設への熱供

給量を増やし、他に利用し

ないのか。 

熱供給量は現工場と同じ計画としています。 

３ 災害時の避難場所として

は、どの程度の設備や収容

人数を検討しているのか。 

現在の江戸川清掃工場は、東京都と締結した「大規模

災害時における清掃工場の使用に関する協定」により、

大規模災害時は救出救助機関及びライフライン機関等の

活動拠点となっています。 

新工場では、工場敷地の地盤高さを現在より 1.6m嵩上

げることで浸水対策とするとともに、一時的に避難され

た地域の方々に対し、携帯機器の充電用電源等の提供や

トイレ用水や掃除用水の供給などを計画しています。 

また、新工場では、一時的な避難場所として避難され

た方々を受け入れる予定としておりますが、あくまでも

清掃工場の運営に支障をきたさない範囲で、江戸川区が

避難所開設までの一時的な避難場所として計画していま

す。 

４ 煙突は避雷針の役目をし

ていると思うが、煙突は解

体するのか。 

現在の煙突は建て替えるため一時的に避雷針が無くな

りますが、工事で使用するタワークレーン等の建設機械

に避雷針を設置し、工事中の落雷対策を講じます。 

５ 煙突の高さは低くなるの

か。周辺への影響があるの

ではないか。 

煙突高さは現工場と同じ高さで計画しています。清掃

工場では環境負荷を低減するために、煙突排ガスについ

て法令等の排出基準よりも厳しい自己規制値を設けて操

業しております。また、工場周辺の大気環境調査を稼働

時と停止時にそれぞれ実施しており、いずれの物質につ

いても通常の大気と同程度の数値であり顕著な差は認め

られていません。したがって、同程度の煙突高さで周辺

への影響はないと考えています。 
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６ 震災以後、東北の災害廃

棄物を持ってきた時から臭

っており、今でも臭う。高

速や道路の都合で、西側の

工場より東側の工場にごみ

をたくさん持ってきている

と思う。 

焼却設備がよくなるとい

うが、臭気や大気汚染につ

いて、今より良くなる設備

を考えて作ってほしい。 

現工場では、ごみバンカ内の空気を焼却用の空気とし

て吸引することで、外部に臭気が漏れない構造になって

いるほか、吸引した空気を高温で焼却し、臭気を分解し

ています。また、プラットホームの出入口には自動扉や

エアカーテンを設け、外気をプラットホームと遮断しま

す。さらに、工場の停止中は臭気を取り除く装置（脱臭

装置）に吸引して処理した後に煙突から排出しています。 

新工場では、現工場の臭気対策に加え、構内道路の一

部を覆う対策や、工場の稼働中にも脱臭装置を稼働でき

るようにするなど、臭気対策に万全を期していきます。 

７ 発電した電気はどうする

のか。工場で使っているの

か。外部に売電しているの

か。 

 発電した電気は、工場を稼働させるための電気として

施設内で利用し、余った電気を電気事業者へ売却してい

ます。 

８ 新工場では、緩衝緑地

は減るのか。 

緩衝緑地は、現在と同様の面積・位置で計画をしてい

ます。 

９ 水害時、ごみバンカなど

からのごみ流出防止対策な

どはあるのか。 

新工場では、緩衝緑地を除いた工場敷地の地盤高さを

1.6m嵩上げすることで、江戸川区洪水ハザードマップで

示されている浸水水位以上にすることで浸水対策を行い

ます。 

１０ 平成 30年以降に適用さ

れる水銀の規制値に、現工

場は適合しないとのことだ

が、稼働中に何かしらの対

策をするのか。 

現工場については、平成 30年 4月以降、排ガス中の水

銀に関する法規制値として 50μg/㎥Ｎが適用される見込

みです。現在、水銀の法規制値はありませんが、現工場

では、自己規制値として 50μg/㎥Ｎを定めて遵守してお

り、新たな対策を講じなくとも法規制値に対応できると

考えています。 

 

３ ごみの収集・運搬等について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 可燃ごみの収集スケジュ

ールは変わるのか。 

可燃ごみ等の収集スケジュールは工事中もこれまでど

おり皆様に影響がないように行う予定です。（江戸川区） 

２ 清掃車の交通渋滞などで

夏場の昼過ぎなど生ごみの

においがすると思うが、収

集の時間帯は変えないの

か。 

道路交通によって時間帯が多少ずれる可能性はありま

すが、工事中も皆様に影響がないように、ごみの収集時

間帯はこれまでどおりの時間帯で行う予定です。 

（江戸川区） 

３ 清掃工場建替工事中に発

生する家庭ごみはどこに持

っていくのか。 

建替工事中は、近隣の清掃工場に搬入されます。 

どこの工場に搬入するかは、清掃工場の稼働状況や収

集・運搬の効率等を考慮して清掃一組で調整します。 
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４ その他 

No. ご意見・ご質問の要旨 当 組 合 の 見 解 

１ 他の区では工場の熱量で

温水プール等を経営してい

るが、計画等はあるのか。 

現工場建設時は、東京都が清掃事業を行っており、還

元施設については都から区に補助金を交付し、区が建設

していました。その後、平成 12年に清掃事業は都から区

に移管され、ごみの中間処理は２３区の共同処理となり

ました。さらに、新たな還元施設は造らないということ

が２３区で確認されております。 

他区では、清掃工場の余熱を利用した温水プールがあ

りますが、本区では江戸川清掃工場に隣接する「くつろ

ぎの家」での浴場等に利用しています。 

くつろぎの家については、清掃工場の建替えや高規格

堤防化に合わせ、今後改築を実施しますが、どのような

施設とするかは、少子高齢化の進行などによる人口構造

の変化や、将来的な施設需要などを考慮し、また地域の

皆様のご意向も伺いながら検討して参ります。 

（江戸川区） 

２ 現在建替中の光が丘清掃

工場では、解体に伴い、ビニ

ールシートで囲った上で外

壁塗材に含まれているアス

ベストを除去しているとの

ことだが、解体時に粉じんや

アスベストは外部に飛散し

ないのか。 

現在建替中の光が丘清掃工場では、環境調査として敷

地境界 4箇所で解体工事前、解体工事中、解体工事完了

後に周辺大気中のアスベスト濃度測定を行い、外部への

飛散を確認します。 

煙突解体や既存建屋の解体にあたっては、労働基準監

督署と協議の上、各種関係法令に基づき適正に撤去を行

い、粉じんやアスベストの外部への飛散を防止いたしま

す。 

３ 前回の建替えの時も説明

会では大丈夫だと言ってお

きながら、実際の工事では騒

音・振動がひどく、家の壁に

ひびが入ったりした。本当に

大丈夫なのか。20年前の約

束も守られていない。今度は

約束を守ってくれるのか。 

建替工事による騒音・振動については、法基準を遵守

し、可能な限り低減に努めます。また、敷地周囲での工

事による影響が生じると想定される範囲の家屋について

は、工事の着工前、地下く体撤去後及び試運転中に家屋

調査を行い、工事による影響が認められた場合には適切

に対応していきます。 

４ 災害時に一時的な避難場

所とするとのことだが、地元

周辺以外の人が来た場合は

どうするのか。江戸川区全体

の人は関係ない。 

江戸川清掃工場においては、江戸川区が避難所を開設

するまでの間、一時的に避難してきた人を受け入れます。 

 


